
                   休止 ・廃止 

飼育動物診療施設         届 

届出事項変更 

 

                          令和  年  月  日 

大阪府知事         様 

 

        住所   大阪市中央区大手前２丁目 

 

氏名   株式会社 咲洲 

代表取締役  大阪 太郎   

             

診療施設開設年月日：  平成 ２年 ４月 １日 

 

診療施設名：  咲洲動物病院 

 

診療施設の所在地：  大阪市住之江区南港北１丁目 

 

                           休止 ・廃止 

 獣医療法第 3 条後段の規定により、飼育動物診療施設         について 

                           届出事項変更 

下記のとおり届出ます。 

記 

 

休

止

・ 

廃

止 

休止の時期又は 

廃止の期日 

 

 

休止又は廃止の 

理由 

 

 

 

 

 

 

届

出

事

項

変

更 

開設者・管理者の

氏名又は名称 

新：  

 

旧：  

開設者・管理者の

住所 

新： 大阪市中央区大手前２丁目 

 

旧： 大阪市中央区大手前９９丁目 

 

 診療施設の名称 新：  

記入例: 変更届の場合 

変更があれば、変更後の内容を記入 

この欄は休止廃止届のため、記入不要 

以下の表のうち、変更した項目にだけ記入 

ただし、開設者の変更、及び施設の開設場所が変更した場合は、新たに開設届が必要です 



  

旧：  

 診療施設の場所 新： 大阪市住之江区南港北１丁目 

 

旧： 大阪市住之江区南港北９９丁目 

 

 診療の業務を行う 

獣医師の氏名 

 

ｴｯｸｽ線装置を備える 

診療施設の場合は 

ｴｯｸｽ線診療に従事 

する獣医師の氏名 

及び経歴 

 

新： 大阪 太郎 

   咲洲 花子 

   豊臣 次郎 

 

 

旧： 大阪 太郎 

   咲洲 花子 

   太閤 コスモ 

 

 その他の変更事項  

 

変更年月日： ①開設者・管理者の住所  令和〇〇年〇〇月〇〇日  

 ②診療施設の場所     令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 ③診療業務を行う獣医師  令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

 

変更理由：  ①開設者・管理者の住所  転居による 

 ②診療施設の場所     住居表示変更による 

 

 

 ③診療業務を行う獣医師  獣医師の退職、及び新規雇用による 

 

診療施設・施設の概略図（診療施設の平面図・面積・長さ・室の名称等） 

 

    レイアウト変更後の図面は別紙のとおり 

 

 

 

 

主な診療施設、機械器具 

 

 

 

 

エックス線装置設備 

 

新たに追加された方の 

獣医師免許証 写を添付

（原本も確認します） 

移転の場合は変更届でなく、開設届が必要 

 


